意　見　書

　高知市市民意見提出（パブリック・コメント）制度実施要綱第６条の規定により、公表された「高知市過疎地域持続的発展計画」（原案）について、意見書を提出します。
令和　年　月　日　　
高　知　市　長　宛

意見書提出者

住　所

氏　名

電話番号
意見の趣旨
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意見書の提出は、令和８年１月23日（金）まで（必着）となります。

